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この報告書は,日 本 自転車振興会か ら競輪収益の一部で

ある機械工業振興資金の補助を受けて,昭 和63年 度に実施

した 「情報処理に関する普及促進」の一環 としてとりまと

めたものであります。
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わが 国 におけ るシステム監査 の普及状況を把握す るため,「 システ ム監査 普 及状 況

調査」 を実施 した。 今回の調査 は,監 査部門 と情報 システム部門の双方に対 して実施

し,そ の傾 向を把握 する ことに努めた。 本調査結果が,シ ス テム監 査推進の一助 とな

れば幸で ある。

平成元年3月

財団法人 日本情報処理開発協会



ノ



目 次

1.調 査 の概要 1

2.シ ステム監査 の普 及状況(概 要)

2.1監 査部門対象調査 の結果

2.2被 監査部門対象調査 の結果

7

7
`

01

3.「 システム監査普及状況調査」集 計結果

3.1監 査 部門対象

3.2被 監査 部門対 象

7

7

6

1

1

2





1.調 査 の 概 要



-



1.調 査 の 概 要

1.1調 査 の 目的

本 調査 は,わ が国 にお け るシス テム監 査の普及状況 を,監 査部 門 と被監 査部 門

(情 報 シス テム部門)の 双方 に対 して調 査 し,現 状 と問題点 を把握 す るとともに,

今後の シス テム監査の普及 促進に役立て ることを 目的 として 実施 した ものであ る。

1.2調 査の対象

日本情 報処 理開発協会 が毎年実施 して いる 「コンピュー タ利用状況調 査 」の母

集団3,476事 業体 を対象 と した。

1.3調 査時期

調査票発送 昭和63年9月26日

回収締切 昭和63年10月20日

1.4回 収状況

発 送 数

監査部門回収数

被監査部門回収数

3,476

765(回 収 率

1,028(回 収 率

22.0%)

29.6%)

1.5回 答事業体の平均従業員数

監査部門対象調査3,388人

被監査部門対象調査2,997人

1.6調 査項 目

(1)監 査部門対象

① 監査体制

② システム監査 実施 事業体 にっ いて

・システム監査 の体制

一1一



・システム監査人

・システム監査の手順

・システム監査の実施

・システム監査結果の取 り扱い

・効果

③ システム監査未実施事業体について

・未実施の理由

・実施可能性

④ システム監査の普及方策

② 被監査部門対象

① リスク分析の実施

② システム監査実施事業体について

・実施体制

・実施方法 ・手続き

・監査報告書

・実施効果

③ システム監査未実施事業体にっいて

・未実施の理由

・実施可能性
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表1.回 収 状 況

業 種
監 査 部 門 被 監'査 部 門

回収数 平均従業員数 回収数 平均従業員数

農 ・林 ・漁 ・狩 猟 ・水産 養 殖 業 3 1,008 2 554

鉱業 0 0 0 0

建設業 26 3,803 35 3,393

食品製造業 19 1,132 27 1,289

繊維工業 14 2,313 20 1,736

紙 ・パ ルプ ・紙加工 品製造業 4 823 7 1,061

新聞業 ・出版業 4 825 7 1,861

印刷業 ・同関連産 業 4 1,000 5 2,883

化学工業 39 2,533 50 2,554

石油製品製造業 2 2,369 2 1,463

窯業 ・土石製 品製造業 9 2,146 14 1,670

鉄鋼業 7 20,017 16 11,473

非鉄金属製造業 ・金属製品製造業 23 1,312 25 1,516

一般機械器具製造業 25 2,128 35 1,072

電気機械器具製造業 46 8,682 65 8,375

輸送用機械器具製造業 29 7,471 39 5,984

精密機械器具製造業 15 2,417 21 2,414

その他の製造業 40 1,914 59 1,493

卸業 ・商社 76 1,048 92 940

小売業 28 1,188 42 1,467

金融業 93 2,126 128 1,735

証券業 ・商品取引業 4 574 4 574

生命保険業(含 代理業 ・サ ービス業) 8 48,531 10 41,360

損害保険業(含 代理業 ・サー ビス業) 6 6,015 7 5.468'

不動産業 1 105 2 597

運輸 ・通信業 34 5,656 38 5,202

電力 ・ガス事 業 10 9,594 11 8,793

放送業' 6 342 工0 471

広告 ・調査 ・情 報提供 サー ビス業 3 1,373 7 1,938

情 報 処 理 サ ー ビ ス業 ・ソフ トウ ェ ア業 60 455 73 397

医療業 9 1,177 12 1,045

宗教法人 0 0 1 0

高校 5 65 5 65

大学 16 222 30 352

その他の教育機関 10 120 13 102

学術研究機関 2 341 2 341

法人団体 ・農協 23 771 26 646

その 他の サ ービス業 14 596 23 595

政府 4 181 7 572

地方公共団体 44 5,409 56 5,489

合 計 765 3,388 1,028 2,997
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2.シ ス テ ム 監 査 の 普 及 状 況(要 約)

2.1監 査部 門対象調査結果 の概要

(1)監 査体 制 につ いて

① 内部監査部門 を設置 して いる組織体 は51.7%で あ り,や っと半数を超えた程

度 にす ぎない。

これ も,シ ステム監査を普及 させ る上で の1っ の障害にな っている もの と思

われ る。

② 内部監 査人数 は,1人 が15.3%,2人 以下 でみる と31.8%,3人 以下 をみ る

と48.4%で あ り,半 数 近 くが3人 以下で ある。 この ことか ら,十 分 な内部監 査

体制 が と られて いるとは いい難 い。

③ 内部監 査人の年令は,46才 か ら55才 までが 中心層で59.1%を 占めて お り,平

均年令 は高 い。

④ 内部監査部 門を設置 して い る組織 体で,シ ステム監査人を置 いて いるの は99

%と 少 い。人数 は2人 以下が63.8%を 占めて いる。年令は,41才 か ら50才 まで

が中心層で63.8%を 占めて お り,内 部監 査人全体の年令層よ り一世代若 いとい

うことがで きる。

⑤ シス テム監 査人の所属部署 は,内 部 監 査 部 門が69.7%,情 報 システム部門

が21.1%,そ の他 が9.2%と なって いる。 この うち,情 報 システム部 門 所属

の システ ム監査人が20%を 超 えてい る点が,監 査人 の独立性 との関連 で問題 点

と して指摘 され よ う。

② シス テム監査の実施 体制 につ いて

① システ ム監 査規定 を定めて いるのは27.6%で あ り,シ ステム監査の実施 に関

して ルール化 が図 られて いる とはい い難 い状況で ある。

② システム監査 の実施方式 は,内 部監 査部門型が72.4%と 圧倒的に多 い。 しか

しなが ら,情 報 システム部 門 自身 で実施 す る部門監査型 も17.1%あ り,独 立性

の確保 とい う観点か ら留意す る必要 がある。

また,コ ンサル タン ト委託型 も10.5%あ る ことが注 目される。

③ シス テム監査の実施体制 上の問題点 は,シ ステム監査人 の不足 が53.4%と 過
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半数 を占めて いる。 まだ まだ,シ ス テム監 査人が得 られな い,と い う状況 が

続 いて いる ことを物語 って いる。

④ システム監査 は護れが実施 するのが効果的か にっ いては,次 の監査主体 が

上位 を 占めている。

・内部 の監査人47 .7%

・シス テム監査技術者試験 の合格者17 .6%

・外 部の シス テム監査 コンサ ル タン ト15 .0%

⑤ シス テム監査の実施過 程で最 も充実 させ なければな らないのは,実 地調査

が29.8%,事 前調査が25.8%と な って いる。

(3)シ ステム監査 人につ いて

① システム監査人の必要人数 は,2人 が32.6%,3人 が27.4%と,両 者で60

%を 占めている。これは,実 際 の シス テム監 査人 数が1人 な い し2人 で60%以

上を 占めて いることと関連 して考 えて み ると,一 般 的に システム監査人 数の

不足は1人 と想定 して もよい ことにな る。

② システム監査人 に不足 して いる知識 ・能力 と して過半数が指摘 して いるの

は,情 報 シス テムの知識57.O%と,業 務知識の55.6%で ある。

③ システム監 査人の教 育と しては,外 部 セ ミナーの利用が57.5%と 圧倒的 に

多 く,次 いでOJTの35.8%と 続 いて いる。

(4)シ ス テム監 査の手順 について

① シス テム監 査基本(年 度)計 画書 を策定 してい るのは53.3%で あ り,ま だ

低 い。 少 くとも,シ ステム監査を組織 的に実施す る以上,基 本計画 の立案は

必要で ある。

② システム監査の実施 にあ た って は,89.9%が 事前に被監査部 門へ 通知 して

いる。 その期 間は,1か 月以上前 が36.6%,1週 間以上前が35.9%で ある。

これ は,一 般 的に妥 当な線 であ ると思われ る。

⑤ システム監査 の実施 について

① シス テム監 査の実施 は,運 用段階で は95.3%,開 発段 階では43.3%,企 画

段階では29.3%で ある。 システム監査 は,通 常,運 用段 階か ら着手 し,開 発

段階 ・企画段階へ と進めて い くため,現 段 階では このよ うな数字 にな るであ

ろ うと理解で きる。
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② システム監 査の着眼点 と しては,開 発段階で は信頼性(62.5%),運 用段 階で

は安全性(78.8%),信 頼性(70.1%)な どが重視 されて いる。

③ 信頼性,安 全性,効 率性 にっ いて の意識 は次 の とお りで あ り,検 討 の余地 が

ある といえ る。

・十 分 だ と 思 う

・ま あ ま あ だ と 思 う

・信 頼 性55 .2%

・安 全 性61 .0%

・効 率 性38 .6%

・改 善 の 余 地 が ・高 め る た め に

あ る と思 う も っ と 投 資 す べ き

91.1%67.1%

87.7%66.2%

89.7%69.7%

④ 自社 の情報 シス テムを総 合的に見た場 合,十 分満足 して

い るのはわずかO.7%に す ぎない。 満足 している とい うの も34.7%あ るが,多

少不 満 も同数 となって いる点 に留意 しなければな らない。

⑤ シス テム監査で使用 された ことのある技 法は,テ ス トデータ法が53.4%で 圧

倒的に多 く,次 いで監査 プ ログラムが23.3%と 続 いてい る。

⑥ システム監査 にお いて チ ェック リス トを利用 して いるのは77.7%と 多 い。

利用 して いる うちの73.7%は,独 自のチ ェック リス トを作成 して いると して い

る点が注 目され る。

⑥ システム監査結果の取 扱 いにつ いて

① 監 査報 告書を作成す る前 に,監 査結果 について被監 査部門 と講評会 を開催 し

て いるの は82.7%で あ る。

② 監査報告書 の提 出先 は,最 高経 営者が52、7%,担 当役員が24.O%,最 高意 思

決定機関 が11.3%と な って いる。

③ 監査報告書 の写 は,被 監査部門へ は86.7%が,監 査役へ は76.4%が 配布 され

て いる。 しか し,会 計監査人 に対 して配布 して いるのは13.8%と 少 い。 ただ し,

要請が あれば配布す ると して いるの も37.2%あ る。

(7)シ ステム監 査の効果につ いて

① シス テム監 査の実施で最 も効果が あが っている と思 われ るのは,信 頼性 向上

の分野 が43.3%,安 全性 向上 の分野 が41.8%で あ り,効 率性 向上の分野 は14.9

%と 低 い。,

② また,情 報化の影の 分野 に対 して 効果的 と思われ るのは,ヒ ューマ ンエ ラー
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防止対策が47.6%,事 故 ・災 害防止対策 が29.9%,コ ンピュー タ犯罪防止対

策が20.4%な ど とな って いる。

⑧ システム監査未実施事業体 にっいて

① システム監査 の必要性 を認識 して いるのは,55.4%と 過半数 に達 して いる

ものの決 して満 足でき る数字 ではな い。

② 現在 システム監査 の導入を計画 して いるのは8.1%,2～3年 以 内に導入

を予定 して いるのが12.7%,合 わせて も20.8%と 少 い。

⑨ システム監査 の普及定着策につ いて

① システム監 査を実施す るため,あ るいは効果 を高 めるために,ま ず整備す

べき ことと しては,シ ステム監査人の養成が64 .0%と 多 く。 次 に シス テ ム

監査規定 の作 成が44.6%と つづ いて いる。

② システム監 査を普及定着 させ るための方策 と して,社 内におけ るシス テム

監査教 育の実 施が56.1%,シ ステム監査基準 の細 則の策 定が50.5%,ト ップ

マ ネジメ ン トの積極的 な姿勢が49.3%な どと指摘 されて いる。

2.2被 監査部 門対象調査結果の概要

(1)リ スク分析 につ いて

① 情報 シス テムの安全対策 にっいて,担 当者 グル ープが明確 に定め られて い

るのは23.0%に す ぎな い。

② 情報 シス テム部門が,現 実 的な リスクと して と らえて いる主 な もの は次の

とお りで ある。

・シス テムダウ ン

・不正確 な デー タによる信頼性 の低下

・ファイルの破壊や改 ざん

・処理 の遅れに よるサ ー ビス低下

・機密漏 洩

70.3%

47.2%

46.8%

44.8%

43.2%

③ リスク分析 を実施 したことがあるのは13.7%(140事 業 体)と 少 い。 しか も,

損害額 の算 定を して いるの は,そ の うちの16.4%(23事 業体)に す ぎない。 さ

らに,損 害額 の算定基準 を定 めて いるのは,そ の うちの半数 に満 たない43.5

%(10事 業 体)で しか ない。
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④ リスク分析 があま り実施 されて いない最大の原 因は,確 立 された手 法が ない

(78.O%)こ とであ る。

② システム監査 の実施 について

① システム監 査人の知識や能力に十分満足 して いるのはわずか に8.8%で あ り,

過半数(51.6%)が もっと身 につ けるべ きだ と して い る。 身につけるべ き内容 は,

全体的 に レベル ア ップが39.4%と 最 も多 く,次 いで コンピュー タ技術 の31.7%

とな って いる。

② シス テム監 査の実施体制 に問題点が あ った とす るのは39.5%で あ り,そ の主

な理 由は次の とお りで ある。

・シス テム監 査人の コンピュー タ知識不足56 .2%

・シス テム監査人の業務知識不足49 .5%

・シス テム監査人の権 限 ・役割分担 が不 明確36 .2%

・シス テム監査 の目 的が不 明瞭34 .3%

③ シス テム監査 は護 れが実施 するのが効果 的かにつ いて は,内 部 の監 査 人 が

36.4%,外 部の シス テム監査 コンサル タン トが33.5%,シ ステム監査試験合格

者 が16.4%な どとな って いる。

(3)実 施方 法 ・手続 きにつ いて

① 企画 ・開発 ・運用各 段階での監査 の着眼点 と して重視 されて いる上位3項 目

は次の とお りで ある。

・企画段階:安 全性(53 .8%)信 頼 性(46.2%)採 算性(42.3%)

・開発段階:信 頼性(63 .1%)安 全性(35.7%)適 時性(35.3%)

・運用段階:安 全性(79 .4%)信 頼 性(63.2%)機 密性(60.7%)

② システム監査 を効率的 に実施す るために重要 な ことは,実 施手続 きの標準化

(32.1%),情 報 システム部門の協 力(19.3%),シ ス テム監査人の能 力 アップ

(19.O%)な どで あ る。

③ システム監査 の結果 につ いて,情 報 システム部 門 との間で講評会 を行 ってい

るのは,57.4%(十 分検討を行 った19.3%,一 応検 討は行 った38.1%)と 過半

数 を超えて はいるが,結 果を伝達 されただ けが3g.,6%に も達 して いる。監 査部

門対象の調 査で は,82.7%が 講評会 を実施 していると回答 しているが,こ のギ ャ

ップは監査人 と被監 査部門 との意 思疎通が十分で な いことを示 して いる と思わ
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れ る。

④ システム監査 の実施方 法にっ いて は,妥 当 と思 うのが48.1%あ る一方,妥

当 とは思 えない とい う意 見が25.9%に 及んで いる。 被監査部門 の意 見で はあ

るが,留 意す る必要が あ ろう。

⑤ 被監査部門 は,シ ス テム監 査を受 けた結果,シ ステムを評価 す るには工数

が 足 りないと感 じて い る。 もっと工数 をか けるべ きとい うのが43.1%で,妥

当 と思 うの29.2%を 大 き く上回 って いる。

⑥ システム監査 の実施 は,現 場 に負荷 を与 えて いるが,業 務 に支障は きた し

て いない。負荷 はそれほ ど大 き くなか ったが57.5%,負 荷 は大 きか ったが通

常業務 に支障を きたす ほどで はなか ったのが40.O%で,両 者 で97.5%に 達 し

て いる。

⑦ 問題点 として は,シ ステム監査人 へ提 出すべき資料が整理 されて いなか っ

た とする意 見が62.5%と 圧倒 的に多い。 これは,初 期の段階 とい うことを考

慮 すれば しか たがな いことで,い ずれ システム監 査の定着 とと もに減少 して

い くもの と思 われ る。

(3)シ ステム監査報 告書に っいて

① 監査報告書 で改善勧告 を受 けた例 は77.9%に 及んで いる。 その うち,改 善

勧告 に従 って実施 したのが46.7%,一 部実施 したのが48.1%,実 施 して いな

いの はわずか に5、2%に す ぎな い。

② 指摘事項や改善勧告 につ いて は,的 を得て いる(7.1%)と 妥 当(49.2%)

とで過半数を超 えて いる。 一方,全 体 と して迫力 に欠ける(21.7%)や シス

テム部門の状況 が考慮 されて いない(15.7%)と い う意 見 も結構 多いことな

どは,シ ステム監査人 に と って反省材料 とな ろう。

(4)実 施 効果 につ いて

① システム監査 実施の効果 にっいて は,十 分 に効果があ ったのがILO%,多

少 効果があ ったのが50.5%で あ る。 すなわち,被 監査部門 の61.5%が 効果を

認めている ことに なる。

② システム監 査の実施で最 も改善が図れた分野 は,運 用業務(65.5%)と い

う意見が圧倒的 に多い。

③ システム監査 の充実 に よ って最 も効果が あが った分野は,ヒ ューマ ンエ ラ
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一対策67 .3%,障 害対策41.8%,コ ン ピュー タ犯 罪対策25.5%な どで ある。

④ シス テム監査の具体 的な効果 と しては,担 当者 が リスクを考慮 しなが ら業務

を実行 す るよ うにな った(42.6%)や,信 頼性 向上対策の レベルが 明 らか にな

った(4LO%)な どが 目立 ってい る。

⑤ シス テム監査 の具体 的な問題点 と しては,リ ス クの評価が十分 に行 われなか

った(44.4%),業 務 分析が不十 分であ った(33、5%),効 果 の判断材料が み

つ けに くい(33.5%)な どがあげ られている。

⑤ シス テム監査未実施事 業体につ いて

① シス テム監査 を実施 して いな い事業体の うち,そ の必要性 を認 めて いるのは

44.2%で あ る。 認 めて いな いとす るのは11.3%で あ る。 しか し,残 りの44.5%

は どち らと もいえない と してお り,ま だ普 及啓 蒙活動が不足 しそ いる ことを う

か がわせ る。

② シス テム監査 が実施 されて いな い理 由と しては,監 査 よ りシス テム化推 進に

力点 があ る(67.9%),監 査担当者の確保が難 しい(50.7%),実 施の ための組織

風土 が十分育 って いな い(46.2%),監 査の方法 ・制度 ・手続 きな どが十 分でな

い(44.6%)等 が あげ られて いる。 これ らは,情 報 シス テム部門の率直な意見で

はあ るが,監 査 に対す る認識の問題 もあるよ うに思 われ る。

③ システム監査 の導入 にっいて は,導 入 を計画 中が3.9%,2～3年 内に導入の

予定が11.2%,合 わせて15.1%が シス テム監査 の導 入を考 えて いるが,残 りは

現在の と ころ導入を考 えて いない。

この点 について は,監 査 部門対象 の調査で も,20.8%が 導入を予定 して いる

に とどま り,シ ステム監査 の普 及にはまだ時 間がかか ることを示 して いる。 ま

た,早 急 に普 及を はか る とすれば,こ れまで とは異 る何 らかの方策 を必要 と し

て いる といえよ う。

④ どのよ うな観点か らシステム監 査を進め るのが望 ま しいかについては,信 頼

性,安 全 性を あげる声 が強 い。

(被監 査部門)(監 査部 門)

・信頼性73 .5%64.8%

・安全性60 .8%69.4%一

・有効性40 .2%34.3%
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・採算性37 .3%28.7%

・機密性35 .3%39.8%

⑤ また,ど の段 階の監査を要望す るかについては,運 用段階が最 も多いが,

開発段階 よ り企画 段階の方 をよ り重視 してい る点が注 目され る。

(被監 査部門)(監 査部門)
'
・運用段階49 .5%60.7%

・企画段階31 .9%35.5%

・開発段階23 .5%29.4%
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「シス テ ム監 査 普 及 状 況 調 査 」集 計 結 果

 

3





3.「 シス テム 監 査 普 及 状 況 調 査 」

3.1監 査部 門対象

口 則 の監査戸 につ・垂 三 コ

Q1.貴 社 に は内 部 監査 部1"1(監ri部 、考 査 部 、検 査 部 、
また は監 査 委 員会 等)が 設 置 され て い ます か 。

1 い る 394件 51.7%

2 いない 368 48.3

計 762 100.0

Q2.(Q1
の[1に つ いて)2-2.内 部監 査 人 は 平均 何 才 で すか 。2-1.内部 監 査人 は 何 人 い ますか 。

(Q1の 「1」 にっ いて)(内部 監査 部 門 に シ ステ ム監 査人 が い る場 合 はそ れ も含め て下 さい。)

1人 58 15.3

2 63 16.6

3 63 10.6

4 41 10.8

5 29 7.6

6～10 52 ▲3.7

11～15 25 6.6

16～20 17 4.5

21～ 32 8.4

言1' 380 100.0

30才 3 0.8

31～35 12 3.3

36～40 33 9.1

41～45 62 17.0

46～50 105 28.8

51～55 110 30.2

56～60 24 6.6

61～65 14 3.8

66～ 1 0.3

計 364 100.0

Q3.貴 社には システム監査人がいますか。

1 い る 73 9.9

2 いない 667 90.1

計 740 100.0

Q4.
4-1.シ ス テム 監査 人 は何 人い ます か。

(Q3の 「1」 に っ いて)

1人 26 37.7

2 18 26.1

3 8 11.6

4 8 ll.6

5 1 1.4

0～10 7 10.1

11～15 1 1.4

16～20 0 0.0

21～ 0 0.0

計 69 100.0

4-2.シ ステ ム監 査 人 は平 均何 才で すか 。4-3.シ ス テ ム監 査 人 を置 か れ たの はい っで すか 。

(Q3の 「1」 につ いて)(Q3の 「1」 につ い て)

30才 2 2.9

31～35 2 2.9

36～40 ら 13.0

41～45 21 30.4

46～50 23 33.3

51～55 10 14.5

56～60 1 1.4

01～65 1 1.4

60～ 0 0.0

計 69 100.0

'

～55年 11 15.9

56 1 1.4

57 3 4.3

58 5 7.2

59 8 11.6

60 10 14.5

61 13 18.8

62 9 13.0

63 9
、

13.0

書士 69 100.0

一 ユ7一



4-4.シ ステ ム監査 人 は ど こに所 属 して い ます か。

(Q3の 「1」 に つ いて)

1 内部監査部門 53 69.7

2 情報システム部門 16 2iコ

3 その他 7 9.2

計 76 100.0

Q5.貴 社 で は システ ム監 査 を実 施 してLlま す か。

1 い る 154 20.4

2 いない 601 79.6

計 755 100.0

回 システム監査の実施 にっいて お答え下さい (Q5の 「1」 に っ いて)

ll-1〔 貴社のシステム監査体制につ いて〕

Q6.シ ステム監査規定が定め られていますか。

1 定められてい る 一 42 27.6

2 他の社内規定で システム監査の実施が明記 されている 29 19.1

3 定められていない 81 53.3

剖' 152 100.0

Q7.シ ステム監査は次の どの方式で実施 して いますか。(多 重回答)

1 内部監査部門型(監 査部、考査都寺が実施する) 110 72.4

2 コンサルタン ト委託型(外 部の システム監査コンサルタン トへ委託す る) 16 10.5

3 部門監査型(情 報システム部門で実施する) 26 17.1

4 指名方式(ト ップか ら指名 された者が システム監査人とな り実施する)一 4 2.6

5

一 ー へ」1,一

委員会方式(シ ステム監査委員会を設置 して実施する)
、

12 7.9

6 チームアプローチ(シ ステム監査プロジェク トチームを編成 して実施す る) 14 9.2

7 その他 17 11.2

シ 計
152 －

Q8.シ ステム監査の実施体制にっいての問題点は何ですか。最 も問題だと思われるものを1つ 選んで下 さい。

1 システム監査人が不足 している 79 53.4

2 システム監査規定が整備 されていない 17 1L5

3 システム監査チ ェック リス トが整備 されていない 23 15.5

4 利用で きるシステム監査技法が少 ない 20 13.5

5 その他 9 6.1

計 148 100.0

Q9.シ ステム監査は誰が実施するのが効果的だと思 いますか。最 も効果的 と思 うものを1っ 選んで下 さい。(貴社
の実態とは別にお答え下 さい。)

1 監査役(団 体等 は監事、自治体は監査委員) 8 5.2

2
'

内部の監査人 73 47.7

3 公認会計士 10 6.5

4 情報処理 システム監査技術者試験の合格者 27 17.6

5 情報 システム部門の要員 10 6.5

6 外部の システム監査 コンサルタン ト 23 15.0

7
、

その他 2 1.3

計 153 100.0
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システム監査の実施過程においては、どのような点 を充実させなければな らないとQlo.
思 いますか。最 も重要だ と思われるものを1っ 選んで'トさい。

1 監 査 元1'画 13

}一,,一 一…

8.G

2 刊`前訓ll在 39 25.8

3
L-L-

4

実地調査 45
'

一 一一

29.8
.一「 ・・

15.2改善勧告 23

5 報告会 3 2.0

6 チ ェ ッ ク リス ト 25』 lG.6

7 その他 3 2.0

言 ・1' 151 100.0

ll-2〔 貴 社 の システ ム 監査 人 につ い て〕

Ql1.シ ステム監査人は何人位必 要だと思いますか。

1人 15 ll.▲

2 44 32.6

3 37 27.4

4 15 11.1

5 16 11.9

6～10 5 3.7

11～15 1

ノ

O.7

16～20 1 0.7

21～ 1 0.7

計 135 100.0

Ql2.シ ステム監査人に不足 していると思われる知識 ・能力は何ですか。次
の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 業務知識 75 55.6

2 法律知識 25 18.5

3 監査知識 50 37.0

4 情報 システムの知識 77 57.0

5 イ ンタ ビュー能 力 ll 8.1

6 分析能力 29 21.5

7 判断能力 21 15.6

旦
9

報告書作成能力 5 3.7
一.'

その他 7 5.2

計 135 －

Q13.シ ステム監査人に対 してどのよ うな教育方法をとっていますか。
次の中か ら3っ 以内でお答え下さい。

1 外部セ ミナーを利用 77 57.5

2 社内教育 19 14.2

3 OJT 48 35.8

4 通信教育 16 11.9

5 とくに教育は実施 していない 36 26.9

6 その他 15 ll.2

計 134 －

Il-3〔 貴 社 の シ ステ ム監 査 の手 順 につ い て〕

Ql4.シ ステム監査の対象 はどの ように決定 していますか。

1 トップマネ ジメ ントの要求に基づいて決定 13 8.8

2 監査役(団 体等 は監事、 自治体は監査委員)の 要求に基 づいて決定 23 15.5

3 内部監査部門長の判断{こ基づいて決定' 63 42.6

4 システム監査人の独自の判断で決定 29 19.6

5 その他 20 13.5

言1' 148 100.0
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Ql5.監 査テ ー マ は どの よ うに 決定 して い ます か。

1 トップ マ ネ ジ メ ン トの 要求 に九 つ いて 決定 、 10 6.8

2 監査役(団 体等は監事、自治体は監査委員)の 要求に基づいて決定 20 13.7

3 内部監査部門の判断で決定 69 47.3

4' システム監査人の独 自の判断で決定 34 23.3

5 その他 13 8.9

計 146 100.0

Ql6.シ ステム監査基本(年 度)計 画 ‖}を
策定 していますか。

1 い る 80 53.3

2 いない 70
A-一

46.7

計 150

一

100.0

Ql7.基 本(年 度)計 画書 の最 終 承認 者 は誰 です か。(Q16の 「1」 に つ いて)

1 最高経営者(社 長、理事長、首長等) 41 51.3

2 担当役員 18 22.5

3 監在役(団 体等は監事、自治体は監査委員) 5 6.3

4 内部監査部門長 15 18.8

5 その他 1 1.3

計 80 100.0

Ql8.シ ステム監査を実施す る場合、lji前に被監査部門へ通知 し
ていますか。

1 い る 133 89.9

2 いない 15 10.1

言{' 148 100.0

Ql9.被 監査 部 門へ の事 前 通知 は どの 位 前 に行 って い ます か。

(Q18の 「1」 にっ いて)

1 1週 間以内 18 13.7

2 1週 間以上前 47

'

35.9

3 1カ 月以上前 48 30.6

4 2カ 月以上前 12 9.2

5 その他 6 4.6

計 131 100.0

ll-4〔 貴社 のシステム監査実施について〕

Q20.シ ステム監査の実施は、情報 システム開発サイクルの どの段階ですか。(多 重回答)

1 企画段階 44 29.3

2 開発段階 65
A-一

43.3
-一 「-F-.',}

95.33

,.¶ ‥ 一

運用段階 143

計 150 －
I

Q21.企 画段 階 の監 査 で 重視 され て い る着 眼点 を次 のrliか ら3っ 以 内 でお選 び下 さい。(Q20の 「1」 につ い て)

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止) 21 47.7

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確 さに基づ く信頼性) 20 45.5

3 機密性(デ ータの権 限者以外への機密) 14 31.8

4 準拠性(法 律、条例、蜆川等への準拠) 14 31.8

5 採算性(コ ス ト面か らの効率) 15 34.1

6 適時性(開 発、導入、アウ トプ ット作成等の タイ ミング) 14 31.8

7 生産性(リ ソース面か らの効率) 2 4.5

8 有効性(シ ステム目標の達成度合) 20 45.5

計 44
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Q22.開 発段 階 の監 査 で 重視 され て い る着 眼点 を 次の 中 か ら3っ 以 内 で お選 び 下 さい。(Q20の 「2」 に つ い て)

1 安全性(シ ステムの物理的安 全性/不iE防IL) 30 46.9

2 信 頼 性(ハ ー ドウ ェ ア/ソ フ トウ ェアの 正確 さに基 づ く信 頼性) 40 62.5

3 機密性(デ ー タの権限者以外への機密) 19 29.7

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 28 43.8

5 採算性(コ ス ト而か らの効率) 13 20.3

6 適時性(開 発、導入、アウ トプ ッ ト作成等のタイ ミング) 12 18.8

7 生産性(リ ソース面か らの効率) 14 21.9

8 有効性(シ ステム目標の達成度合) M 21.9

計 64

Q23.運 用段階の監査で重視 されて いる着眼点を次の中から3っ 以内でお選 び下さい。(Q20の 「3」 につ いて)

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止) 108 78.8

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確さに基づ く信頼性) 90 70.1

3 機密性(デ ータの権限者以外への機密) 74 54.0

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 47 34.3

5 採算性(コ ス ト面か らの効率) Ig 13.9

6 適時性(開 発、導入、 アウ トプ ット作成等のタイ ミング) 10 7.3

7 生産性(リ ソース面か らの効率) 5 3.6

8 有効性三(システム目標の達成度合) 28 20.4

計 137 －

Q24.情 報 システムの信頼性 は十分だ と思いますか。

1 十分だと思 う 7 4.8

2 まあまあだ と思 う 73 50.3

3 ふつうだ と思 う 41 28.3

4 多少不安に思 う 14 9.7

5 不十分だ と思 う 9 6.2

6 わからない 正 0.7

計 145 100.0

Q25.情 報 システムの信頼性を高めるために
改善の余地があ ると思いますか。

1 ,思 う 133 91.1

2 思わない 8 5.5

3 わか らない 5 3.4

計 146 100.0

Q26.情 報シズテムの信頼性を高めるために もっと投資す
べ きだと思いますか。

1 思 う 98 67.1

2 思わない 34 23.3

3 わか らない 14 9.6

計 M6 100.0

Q27.情 報 システムの安全性は十分 だと思いますか。

1 十分だと思 う 7 4.8

2 まあまあだと思 う 82 56.2

3 ふっうだ と思 う 28 19.2

4 多少不安に思う 22 】5.1

5 不十分だと思 う 6 4.1

6 わか らない 1 0.7・

計 146 100.0
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Q28.情 報 システムの安全性を高め るために改善の
余地があると思いますか。

1 思 う 128 87.7

2 思わない 9 6.2

3 わか らない 9 6.2
-一 　一 吟 一 一

計 146 100.0

Q29.情 報 シズテムの安全性 を高めるために
もっと投 資すべきだと思いますか。

1 思 う 96 66.2

2 思わない 31 21.4

3 わか らない 18 12.4

計 145 100.0

Q30.情 報 システムの効率性は十分だと思 いますか。

1 十分だと思 う 2 1.4

2 まあまあだ と思 う 54 37.2

3 ふっ うだと思 う 51 35.2

4 多少不安 に思 う 22 15.2

5 不十分だと思 う 11 7.6

6 わか らない 5 3.4

計 145 100.0

Q31.情 報 システムの効率性 を高めるために改善
の余地があると思 いますか。

1 思 う 130 89.7

2 思わない 6 4.1

3

'

わ か らない 9 6.2

計 145 100.0

Q32.情 報 システムの効率性を高めるためにもっと投資
すべ きだ と思いますか。

1 思 う 101 69.7

2 思わない 23 15.9

3 わか らない 21 145

計 145 100.0

Q33.貴 社の情報システムは、総合的に見て満足できる
状態ですか。

1 十分満足 1 0.7

2 満 足 52 34.7

3 なん ともいえない 35 23.3

4 多少不満 52 34.7

5 大いに不満 9 6.0

6 わか らない 1 0.7

計 150 100.0

Q34.シ ステム監査技法で実際に使用 した もめがあれば、次
の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 テ ス トデ ー タ法 39 53.4

2 ス ナ ップ シ ョ ッ ト法 5 6.8

3 トレー シ ング法 4 5.5

4 監査プログラム法 17 23.3

5 監査モジュール法 3 4.1

6 並 行 シ ュ ミレー シ ョ ン法 7 9.6

7 ITF法 8 1LO

8 コー ド比較法 3 4.1

9 その他 18
'

24.7

計 73

Q35.シ ス テ ム監 査 にお いて チ ェ ック リス トを 利用 して います か。
、

1 い る ll5 77.7

2 いない 33 22.3

計 148 100.0

Q36.ど の よ う なチ ェ ック リス トを利 用 して い ます か。(Q35の 「1」 にっ い て)(多 重 回 答)

1 既存のチ ェック リス トをそのまま利用 10 8.8

2 既存のチ ェック リス トを修正 して利用 20 17.5

3 独自のチ ェック リス トを作成 して いる 84 73.7

4 その他 20 17.5

言卜 114 一
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ll-5〔 貴社の システム監査結果の取扱いについて〕

Q37.監 査報告書を作成する前に、監査の結果にっ いて被監査部門 と
講評会等を開 いて意見の交換を していますか。

1 い る 124 82.7

2 いない 26 17.3

計 150 100.0

Q38.監 査報告書は誰 に提出(報 告書の宛先)し ていますか。

1 最高意思決定機関(取 締役会、理事会、議会等) 17 11.3

2 最高経営者(社 長 、理事長、首長等) 79 52.7

3 担当役員 36 24.0

4 監査役(団 体等 は監事、自治体は監査委員) 6 4.0

5 内部監査部門長 6 4.0

6 その他 6 4.0

計 150 100.0

Q39監 査報告書の写 を被監査部門に配布 して いますか。

1 い る 130 86.7

2 いない 20 13.3

計 150 100.0

Q40.監 査報告書の写を監査役に配布 していますか。

1 い る llO 76.4

2 いない 34 23.6

書士 144 100.0

Q41.監 査報告書の写を会計監査人に配布 していますか。

1 配布する 20 13.8

2 要請があれば配布する 54 37.2

3 見せていない 71 49.0

計 145 100.0

Il-6〔 貴社のシステム監査実施の効果 について〕

Q42.シ ステム監査の実施で最 も効果が上 ったと思われ る分
野を次の中か ら1っ 選 んで下さい。

1 信頼性向上 61 43.3

2 安全性向上 59 41.8

3 効率性向上 21 14.9

計 141 100.0

Q43.情 報化の影の分野に対 して、 システム監査の実施が最 も効果的だ
と思われ るものを次の中か ら1っ 選んで下 さい。

1 コンピュータ犯罪防止対策 30 20.4

2 ヒ ュー マ ンエ ラー防 止対 策 70 47.6

3 事故 ・災害防止対策 44 29.9

4 個人情報保護対策 3 2.0

計 147 10α0

回 システム監査を実施 していない事業体のみお答え下 さい(Q5の 「2」について)

lll-1〔 未 実 施の 理 由 につ いて〕

Q44.現 在 、 シ ステ ム監 査 の 必要 性 を認 識 して い ますか 。

1 い る 330 55.4

2 いな い 52 8.7

3 どちらと もいえない 214 35.9

計 596 100.0
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Q45.シ ろテム監査を実施 していない理由はどのよ うな点ですか。次の中か ら3っ 以内でお答え下さい。

1 シス テ ム監 査 にっ い て 、1・ップマ ネ ジメ ン トの 認識 が 欠 如 して い る 76 12.7

2 システム監査の実施のための コンセ ンサス、組織風土が十分に育っていない 236 39.5

3 システム監査の実施よりもシステム化推進その もの に力点がある 352 58.9

4 システム監 査を実施す る担当者(部 門)の 確保が難 しい 312 52.2

5 システム監査の方法、制度 、手続きな どが十分でない 253 42.3

6 システム監査の効果が明確で ない 83 13.9

7 その仙 22 3.7

計 598 －

Q46.必 要性を認識 していないのは、 どのような理由ですか。次の中から3つ 以内でお答え下 さい。(Q44の 「2」について)

1 従前からの内部監査部門および外部監査で十分である 3 13.0

2 情 報 シス テ ムの 企画 、 開発 にお け るrlr前的 な 評lllli方～去を導 入 して い るの で十 分 であ る 0 O.0

3 情報 システム部門自休の運用管理体制の整備で十分である 6 26.1

4 情報 システムにソフ ト的に組み込 まれている信頼、安全、効率確保の機能で十分であ る 4 17.4

5 システム監査を必要 とするほど情報 システムの重要性が高 くない 9 39.1

6 システム監査を必要 とす るほど情報 システム利用の リスクがない 9 39.1

7 システム監査とは何かよ くわからない
←

8 34.8

8 その他 2 8.7

言卜 23 }－

lll-2〔 実 施可 能 性 に つ いて 〕

Q47.今 後 、 システ ム監 査 にっ いて どの よ うに対 応 され ます か。

1 現在、システム監査の導入を計画中 45 8.1

2 2～3年 以内には導入の予定 71 12.7

3 当面導入の予定はない 398 71.3

4 将来 とも導入の予定はない 22 3.9

5 その他 22 3.9

計 558 100.0

Q48.ど の よ うな体 制 で進 め られ る予 定 です か。(Q47の 「1」 に つ いて)

1 内部監査部門型(監 査部、考査都寺が実施する) 52 52.0

2 コンサルタン ト委託型(外 部のシステム監査 コンサルタン トへ委託する) 10 10.0

3 部門監査型(情 報システム部門で実施する) 19 19.0

4 指名方式(ト ップか ら指名 された者が システム監査人とな り実施する) 3 3.0

5 委員会方式(シ ステム監査委員会を設置 して実施する) 6 6.0

6 チー ム ア プ ロー チ(シ ス テム 監査 プ ロ ジェ ク トチー ム を編 成 して 実施 す る) 9 9.0

7 その他 5 5.0

計 100 一
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一
ぴ 」、記の 胎 、特 に どの よ うな‖蝋 か ら監 縫 進 め られ る 予定 です か・ 次 別1か ら3つ 以 内 で

(Q47の 「i」,f2」 にっ いて)

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止)
75 69.4

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確 さに基づ く信頼性)
70 64.8

3 機密性(デ ー タの権限者以外への機密)
43 39.8

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠)
22 20.4

5 採算性(コ ス ト面か らの効率)
31 28.7

6 適時 性(開 発 、 導入 、 ア ウ トプ ッ ト作 成 等の タ イ ミ ング)
14 13.0

7 生産性(リ ソース面か らの効率)
11 10.2

8 有効性(シ ステム目標の達成度合)
37 34.3

言十 108
一

… ㍊ 鰹 認 郷=曝 か鵠 繊 半の監査を

'

1 企画段階 151 35.5

2 開発段階 125 29.4

3 運用段階 258 60.7

計 425
一

回 システム監査を普及定着させ るための方策にっいてお答え下 さい

Q51・議 麟 鞠;兵 £憲[、勤 こ1認 螂 蹴 鞠 袈 辛きミ・.

1 システム監査規定の作成 296 44.6

2 情報システム部門要員の活用
140 21.1

3 内部監査部門(シ ステム監査部門)の 設置 213 32.1

4 システム監査人の任命 83 12.5

5 システム監査人の増員 49 7.4

6 監査結果に基づく実施の義務化 ll4 17.2

7 システム監査人の養成 425 64.0

8 トップの理解 206 31.0

9 その他 19 2.9

計 664
－

Q52.シ ステム監査を普及 ・定着 させ るためにはどのようにすればよいと思いますか。次
の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 大学教育 におけるシステム監査教育の実施 49 7.4

2 社内におけるシステム監査教 育の実施 370 56.1

3 システム監査基準の細則の策定 333 50.5

4 優秀 システム監査実施事業所の発表 36 5.5

5 システ ム 監査 コ ンサ ル テ ィ ン グ事 業の 普及. 166 25.2

6 立法化 160 24.3

7 1・ップマ ネ ジメ ン1・の 積 極ll勺な姿 勢 325 49.3

8 その他 14 2.1

計 659 一
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3.2被 監査部 門対象

口 貴社の情報 システムの リスクの分析等にっいてお答え下 さい

Q1.情 報 システムの安全対策 にっいて、組織的にはどのように取 り組んでいますか。

1 担当者グループが明確に定め られている 232件 23.0%

2 必要に応 じて担当者が割当て られている 273 27.0

3 特 に担当は割当て られていない 359 35.5

4 大 きな リスクはないので特に対応 して いない 146 14.5

計 1,010 100.0

、

Q2.シ ステム部門 と しては、次のうちどれが現実的な リスクだととらえていますか。
次の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 処理の遅れ によるサー ビス低下 457 44.8

2 機密漏洩 441 43.2

3 過度の情報開示 57 5.6

4 不正確なデー タによる信頼性の低下 481 47.2

5 ファイルの破壊や改 ざん 477 46.8

6 不正データ入力 139 13.6

7 システムダウン 717 70.3

8 その他 9 0.9

計 1,020 『

Q3.リ スク分析を実施 したことがありますか。Q4.リ ス ク分析は誰が実施 しま したか。(Q3のr1」 について)(多 重回答)

1 あ る 140 13.7

2 な い 883 86.3

計 1,023 100.0

1 情報 システム部門の要員 ll8 84.3

2 関係部門を含めたプロジェク トチーム 15 10.7

3 外部の コンサルタ ン ト 15 10.7

4 その他 9 6.4

計 140 －

Q5.リ スク分析で は損害額を算定 しま したか。(
Q3の 「1」にっいて)

1 し た 23 16.4

2 しない 117 83.6

計 140 100.0

Q6.算 定のための基準を定めていますか。(
Q5の 「1」にっいて)

1 い る 10 43.5

2 いない 13 56.5

計 23 100.0'

Q7.リ スク分析を実施す る際の問題点は何だと思 いますか。

1 確立 された手法が ない(又 はわか らない) 771 78.0

2 分析のためのデータが乏 しい 313
、

31.6

3 分析の効果が測定できない 407 41.2

4 専門家がいない 382 38.6

5 組織がで きていない 336 34.0

6 その他 19 1.9

計 989 一
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Q8.貴 部門では.'シ ステム監査あるいは類似制度を受けられた(実 施 された)こ とがあ りますか。(多 重回答)

1 システム監査(独 立 した第三者による検査 ・評価および助言 ・勧告)を 受 けた 193 18.9

2 シス テム ・コ ンサ ル テ ィ ング(外 部 の コ ンサ ル テ ィ ング業 者 の評 価 ・提案)を 受 けた 45 4.4

3 その他 62 6.1

4 受 けた ことがない 747 73.2

計 LO21 一

回 システ ム監 査 の 実施 ・・つ いて お 答え下 ・ ・(Q・ の ・I」,・2・,「3」 ・ つ いて)

ll-1〔 システム監査の実施体制について〕

Q9.シ ステム監査人の知識や能力に対 して、 どのようにお感 じになりま したか。

1 知識 ・能力を もっと身につけるべきだ 141 51.6

2 特にない 108 ,39.6

3 十分満足する レベルだった 24 8.8

計 273 100.0

Qlo.そ れはどのよ うな技術ですか。次の中か ら最 も重要 と思われ るものをQl1.シ ステム監査実施体制に問題がありま したか。
1つ 選んで下さい。(Q9の 「i」について)

1 コ ン ピュー タ技 術 45 31.7

2 業務知識 28 19.7

3 被監 査 部門 との コ ミュニ ケ ー シ ョン ・スキ ル 13
、

9.2

4 全体的に レベルア ップ 56 39.4

5 特 にない 0 0.0

計 142 1000

1 あ った 107 39.5

2 なか った 164 60.5

計 271 100.0

Ql2.ど の よ うな点 に 問題 が あ った とお考 え です か。 次 の 中か ら3っ 以 内で お 答 え下 さい。(Q11の 「1」 につ いて)

1 システム監査の目的が不明瞭であった 36 34.3

2 システム監査人 の権限および役割分担が不明確であった
、

38 36.2

3 現場(被 監査部門)と の調整が不十分であった 23 21.9

4 システム監査人の態度が良 くなか った 1 1.0

5 システム監査人の対象業務に関する知識が不足 していた 52 49.5

6 システム監査人の コンピュータ ・システムに関する知識が不足 していた 59 56.2

7 その他 13 12.4

計 105 －

Q13.シ ステム監査の実施過程 においては、 どのような点を充実 させなければならないと思 いますか。最
も重要だと思われる ものを1っ 選んで下さい。

1 監査計画 45 16.5

2 事前調査 58 21.2

3 実地調査 50 正8.3

4 改善勧告 62 22.7

5 報告会 22 8.1

6 チ ェ ッ ク リス ト 30 11.0

7 その他 6 2.2

計 273 100.0
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Q14.シ ステム監査は誰が実施す るのが効果的だと思いますか。最 も効果的と思われ るものを1っ 選んで下さい。

1 監査役(団 体等 は監事、自治体 は監査委員) 16 5.8

2 内部の監査人 100 36.4

3 公認会計士 10 3.6

4 情報処理 システム監査技術者試験合格者 45 16.4

5 情報システム部門の要員 9 3.3

6 外部のシステム監査コンサルタン ト 92 33.5

7 その他 3 1.1

言卜 275 100.0

11-2〔 実施方法 ・手続 き〕

Q15.企 画段階の監査で重視された と思われる着眼点を次のll.iから3っ 以内でお答え下さい。

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止) 136 53.8

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確さに基づ く信頼性) ll7 46.2

3 機密性(デ ータの権限者以外への機密) 85 33.6

4

、

準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 74 29.2

5 採算性(コ ス ト面か らの効率) 107 42.3

G 適時性(開 発、導入、アウ トプ ット作成等の タイ ミング) 53 20.9

7 生産性(リ ソース面か らの効率) ll 4.3

8 有効性(シ ステム目標の達成度 合) 103 40.7

計 253 －

Ql6.開 発段階の監査で重視 されたと思われる着眼点を次の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止) 90 35.7

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確さに基づ く信頼性) 159 63.1

3 機密性(デ ータの権限者以外への機密) 67 26.6

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 58 23.0

5 採算性(コ ス ト面からの効率) 59 23.4

6 適時性(開 発、導入、ア ウ トプ ット作成等のタイ ミング) 89 35.3

7 生産性(リ ソース面か らの効率) 81 32.1

8 有効性i(シ ステム 目標の達成度合) 69 27.4

計 252 －

Q17.運 用段階の監査で重視 され たと思われる着眼点を次の中か ら3つ 以内でお答え下さい。

1 安全性(シ ステムの物理的安全性/不 正防止) 216 79.4

2 信頼性(ハ ー ドウェア/ソ フ トウェアの正確 さに基づ く信頼性) 172 63.2

3 機密性(デ ータの権限者以外への機密) 165 60.7

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 49 18.0

5 採算性(コ ス ト面か らの効率) 31 11.4

6 適 時性(開 発 、導 入 、 ア ウ トプ ッ ト作 成等 の タイ ミン グ) 44 16.2

7 生産性(リ ソース面か らの効率)、
、

17 6.3

8 有効性(シ ステム目標の達成度合) 56 20.6

言・卜 272 一
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Q1&弘 ξ≡ 饗 謝 議 ζ羅 三濾 襟 留 麟 娼 暑歴 早璽 艘 ♀き㌃ テム臨 において特に重視すべき

分 野 コンビ。一夕犯罪 防止 ヒューマンエラー防 止 事 故 防 止 計
デ ー タの 入 力 プ ロセ ス 52 21.5 181 74.8 9 3.7 242 100.0

デ ー タ処 理 プ ロセ ス 37 17.1 97 44.9 82 38.0 216 100.0

情報出力プロセ ス 45 21.8 93 45.1 68 33.0 206 100.0

プ ログラム変更 45 19.7 159 69.4 25 10.9 229 100.0

オ ペ レー シ ョン 21 9.1 166 72.2 43 18.7 230 100.0

情報保管(デ ー タ管理) 111 48.1 33 i4.3 87 37.7 231 100.0

入退室(館) 161 73.9 15 6.9 42 19.3 218 100.0

システム開発 30 13.7 158 72.1 31 14.2 219 100.0

ハ ー ドウ エア 3 1.3 10 4.5 211 94.2 224 100.0

ソフ トウ ェア 32 14.9 117 54.4 66 30.7 215 100.0

通信回線 54 24.7 3 1.4 162 74.0 219 100.0

Q19.シ ステム監査を効率的に実施するためには、どのように した らよいと思 いますか。最 も重要と思われ
るものを1っ 選んで下 さい。

1 監査技法の利用 17 6.2

2 情報 システム部門の協力 53 19.3

3 情報 システム部門 自身 によ る実施 14 5.1

4 実施手続きの標準化 88 32.1

5 システム監査人の能力アップ 52 19.0

6 外部の専門家の協力 19 6.9

7 トップ主導による実施 29 10.6

8 その他 2 0.7

計 274 100.0

Q20.監 査結果 について、 システム監査人 と貴部門の間で講評会が行われま したか
。

1 十分検討を行 った 52 19.3

2 一 応 、検 討 は 行 った 103 38.1

3 結果を伝達 された 107 39.6

4 検討 も伝達 もまったくなか った 8 3.0

計 270 100.0

Q21.シ ステム監査の実施方法は妥当で したか。

1 妥当と思 う 130 48.1
一

2 妥当とは思えない 70 25.9

3 わか らない 70 25.9

計 270 100.0

Q22.ど の ような点 に問題があ ったと思いますか。最 も重要 と思われるものを次の中か ら1つ 選んで下 さい。(
Q21の 「2」にっいて)

1 監査 目的が不明確であ った 16 22.9

2 監査範囲の設定が不明確で あった 16 22.9

3 監査内容、方法が現場に十分伝え られていなか った 6 8.6

4 監査方法が現場の状況を反映 した ものではなか った 19 27.1

5 その他 13 18.6

計 70 100.0

Q23.シ ステム監査の工数 はアプ リケー ションの複雑 さ等か らみて妥当と思 います か。

1 システムを評価す るためには、 もっと工数をかけるべ きだ ll8 43.1

2 妥当だと思 う 80 29.2

3 工数をかけす ぎて いると思 う 9 3.3

4 わか らない 63 23.0

5 その他 4 1.5

計 274 100.0
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Q24.シ ステム監査を受けた時、現場の負荷は大きか ったですか。

1 負荷 はそれほど大 きくはなかった 158 57.5

2 負荷 は大きかったが、通常業務 に支障をきたすほどではなか った 110 40.0

3 通常業務に支障を きた した 3 1.1

4 その他 4 1.5

計 275 100.0

Q25.ど の よ うな点 に 問題 が あ?た と思 い ます か。 次 の中 か ら3っ 以 内 で お答 え下 さい。(Q24の 「2」,「3」 に っい て)

1 システム監査計画に無理があ った 5 4.8

2 システム監査工程が現場を無視 したものであ った 3 2.9

3 システム監査人へ提出すべ き資料が整理されていなかった 65 62.5

4 資料提出や意見聴取の指示が不明確であ った, 24 23.1

5 資料要求が多すぎる 28 26.9

6 システム監査人の能力不足のため資料や説明がなかなか理解されなかった 27 26.0

7 監査プログラム等の組込みなどの システム変更が生 じた 4 3.8

8 立ち入 り検査等により業務が度々中断 された 20 192

9 その他 7 6.7

計 104 一

11-3〔 監 査 報告 書〕

Q26.改 善 勧 告を 受 け ま したか 。

1 受けた 211 77.9

2 受 けない 60 22.1

計 271 100.0

Q27.改 善 勧告 を 実施 しま した か。
`

1 実施 した 98 46.7

2 実施 していない 11 5.2

3 一部実施 した 101 48.1

計 210 100.0

Q28.報 告書の指摘事項や改善勧告の内容 にっいて どのように感 じま したか。次
の中か ら最 も感 じた ことを1っ 選んで下 さい。

1 的を得ていると感 じた 18 7.1

2 妥当だと感 じた 125 49.2

3 全体 として迫力に欠ける 55 21.7

4 システム部門の状況が考慮 されて いない 40 15.7

5 納得のいかないことが多 い 3 1.2

6 その他 13 5.1

計 254 100.0

II-4〔 実 施効 果〕

Q29:シ ステ ム監査 は効果 が あ った と思 い ます か。

1 十分 に効果があった 30 11.0

2 多少効果があ った 138 50.5

3 なんともいえない 69 25.3

4 あまり効果がなか った 25 9.2

5 まった く効果がなか った 7 2.6

6 わか らない 4 1.5

言・卜

>

273 100.0

一30－

Q30,ど のよ うな点で最 も改善が図れ たと思 いますか。次
の中から最 も改善が図れた業務を1っ 選んで下 さい。

(Q29の 「1」,「2」 について)

1 システムの企画業務 13 7.7

2 システムの開発業務 36 21.4

3 システムの運用業務 110 65.5

4 システムの外部委託業務 1 0.6

5 その他 8 4.8

計 168 100.0



Q3・ 猛;溺 聯 詩 る飛 毯)三方1脇 轡1つ 惚 ぽ 踏 うな分野で'd"h'o

1 コ ンピ ュー タ犯 罪対 策 42 25.5

2 ヒュー マ ンエ ラー対 策 111 67.3

3 障害対策 69 41.8

4 適時性 25 15.2

5 採算性 11 6.7

6 生産{生 9 5.5
,

7 有効性 30 18.2

訓' 165 －

Q32.シ ステム監査はどの ような点 に効果があったと思いますか。次の中か ら'3つ以内でお答え下 さい。

1 システムに起因す る事故が未然に防止できた 38 15.6

2 リスク対策を どこまで考慮すれば よいかが明 らかにな った 73 29.9

3 担当者が リスクを考慮 しなが ら業務を実行するよ うになった 104 42.6

4 システム部門に対す る過大な要求がな くなった 9 3.7

5 システムの信頼性向上対策の レベ ルが明 らかにな っだ 100 41.0

6 システムの有効利用が促進 された 29 lL9

7 有効なシステムの開発設計が可能 になった 20 8.2

8 その他 33 13.5

計 244 －

Q33.シ ステム監査 はどの ような点に問題があ・た と思いますか.次 の中か ら3っ 以内でお答え下 さい・

1 具体的な改善案が提示 されなかった 35 14.1

2 改善案は提示 されたが、現場を無 視した実現不可能なものであった
21 8.5

3 現状の業務の分析が不十分であった
83

'33
.5

4 新 しい視点からの リスクめ洗い出 しが行われていなかった 49 19.8

5 問題点の指摘が不十分であ った 38 15.3

6 個々の問題点 の指摘にとどまり、 リスクの評価が十分に行われなか った

'110
44.4

7 現時点で は効果の判断を行 う材料 がみっけにくい ・
83 33.5

8 システム改善のフォローア ップ休制が整備されて いなか った 50 20.2

9 その他 7 2.8

計 248 一

回 システム監査を受けたことがない事業体のみお答え下さい (Q8の 「4」 につ い て)

ll|-1〔 未 実 施 の理 由 につ い て〕

Q34.現 在、 シス テ ム監 査 の必 要 性 を認 識 して い ますか 。

1 い る 329 442

2 いない 84 11.3

3 どちらと もいえない 331 44.5

計 744 100.0
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Q35.シ ステム監査が実施されていない理由は何だ と思 いますか。次の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。

1 システ ム監 査に つ いて 、 トップマ ネ ジメ ン トの認 識が 欠 如 して い る13117.7

2、 システム監査の実施のための コンセ ンサス、組織風土が十分に育 っていない3434a2

3 システム監査の実施よりもシステム化推進その ものに力点があ る50467.9

4 システム監査を実施す る担当者(部 門)の 確保が難 しい37650.7

5 システム監査の方法、制度、手続 きな どが十分でない33正44.6

6 その他22ぴ0
計742一

36.必 要性を認識 していない理 由は何ですか。次の中か ら3っ 以内でお答え下 さい。(Q34の 「2」について)

1 従前からの内部監部門および外部監査で十分である
4 10.0

2 情報 システムの企画、開発における事前的な評価方法を導入 しているので十分である 2 5.0

3 情報 システム部門自体の運用管理体制の整備で十分で ある
19 47.5

4 情報 システムにソフ ト的 に組込まれている信頼、安全、効率確保の機能で十分である、

'7 17.5

5 システム監査を必要 とす るほど情報 システムの重要性が高 くない
15 37.5

6 システム監査を必要 とするほど情報 システムへの リスクがない 15 37.5

7 システム監査 とは何かよ くわか らない 12 30.0

8 その他
2 5.0

計'
40 一

111-2〔 実施 可 能性 につ いて〕

Q37.今 後 は、 システ ム監 査(1)導 入 にっ いて どの よ うにお考 え です か。

1 現在、 システム監査の導入 を計画中 29' 3.9

2 2～3年 以内には導入の予定 83 ll.2

3 当面導入の予定はない 566 76.2

4 将来 とも導入の予定 はない 34 4.6

5 その他 31 4.2

計 743 100.0

aど のよ うな体制で着手す るのが妥当 と思いますか。最 も妥当と思 うものを1っ 選んで下 さい。
(Q37の 「1」,「2」 について)

1 内部監査部門型(監 査部、考査郎等が実施する)
29 28.7

2 コンサルタン ト委託型ぺ外部の システム監査 コンサルタ ントへ委託する)
'14

13.9

3 部門監査型(情 報 システム部門で実施す る)
28 27.7

4 指名方式(ト ップか ら指 名された者 がシステム監査人 となり実施す る) 7 6.9

5 委員会方式(シ ステム監査委員会を設置 して実施する)
13 12.9

6 チームアプ ローチ(シ ステム監査プ ロジェク トチームを編成 して実施す る) 8 7.9

7 その他 2 2.0

計 101 100.0
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－
Q39.特 に 、 どの よ うな 観点 か ら シス テム 監 査 を進 め られ るの が望 ま しいです か。 次 の 中か ら3っ 以 内 で お答 え下 さい。

(Q37の 「1」 、 「2」 につ いて)

1 安全性(シ ステム0)物 理的安全¶k/不 正防IL) 62 60.8

2 信 頼性(ハ ー ドウェ ア/ソ フ トウ ェアの 正 確 さに 基づ く信 頼 性) 75 73.5

3 機密性(デ ータの権限者以外への機密) 36 35.3

4 準拠性(法 律、条例、規則等への準拠) 17 16.7

5 採算性(コ ス ト面か らの効率) 38 37.3

6 適時性(開 発、尊人、ア ウ トプ ッ ト作成等のタイ ミング) 13 12.7

7 生産性(リ ソース面 からの効率) 10 9.8

8 有効性(シ ステム目標の達成度合) 41 40.2

言1' 102 －

Q40.シ ステ ム開 発 ラ イ フサ イ クル のtl,1で、 特 に どの 段階 の監 査 を要 望 され ます か。

1 企画段階 205 31.9

2 開発段階 151 23.5

層3 運川段階 318 49.5

言卜 G43 A-一

.
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